
資料２

改正京都市地球温暖化対策条例について
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改正京都市地球温暖化対策条例

（平成22年10月制定 平成23年4月施行（一部 平成24年4月施行））（平成22年10月制定，平成23年4月施行（ 部，平成24年4月施行））

1 目標の明示
① 前文に，温室効果ガス排出量を1990（平成2）年度比80％以上の削減により持続的な発展が可能となる低炭素社

会を目指すという基本理念を掲げた。
② 条 成 年度 成 年度 う排 削減 標を② 条文に，2020（平成32）年度までに25％，2030（平成42）年度までに40％という排出量削減目標を明記した。

2 義務規程の設定
① 特定事業者排出量削減計画書制度

室効果ガ 排出量 多 事業者 対 年 削減計 と毎年度 排出実績 び 組状 報告を義務付○ 温室効果ガス排出量の多い事業者に対し，3年間の削減計画と毎年度の排出実績及び取組状況の報告を義務付
け，その報告を本市が公表する従来の制度に加え，削減の取組内容を本市が評価し，その評価結果も併せて公
表することとした。

○ さらに，エコ通勤の取組状況の報告，環境マネジメントシステムの導入，新車購入時のエコカーの選択を新
た 義務付けたたに義務付けた。

② 特定建築物排出量削減計画書制度
○ 大規模な建築物を建築しようとする建築主に対し，あらかじめ環境への配慮に係る建築物の性能を評価する
「CASBEE」の評価の結果などを添付した「削減計画書」の提出を義務付け，その報告を本市が公表する従来の制
度に加え 評価結果を 事現場や販売広告に表 する とを新たに義務付けた度に加え，評価結果を工事現場や販売広告に表示することを新たに義務付けた。

○ さらに，再生可能エネルギー設備の設置及び地域産木材の利用を義務付けた。
③ 緑化重点地区内の建築物に係る緑化等の義務

市内の市街地（都市緑地法に規定する緑化重点地区）に敷地面積の大きな建築物を建築しようとする建築主に
対し 敷地内 緑化を新たに義務付けた対し，敷地内の緑化を新たに義務付けた。

3    府市共同化
改正時期が同じである府市の地球温暖化対策条例について，共通の目標の設定，二重行政の解消などを図るため，

削減目標をはじめ 主な義務規定等を共同化した削減目標をはじめ，主な義務規定等を共同化した。
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特 定 事 業 者 とは

事業者排出量削減計画書制度

府又は市の区域内において，下表の要件に該当する「事業者」

特 定 事 業 者 とは

区 分 要 件

※算定は省エネ法に準拠

区 分 要 件

大規模エネルギー使用事業者
事業活動に伴う電気やガスなどのエネルギー使用量が
原油に換算して1 500キロリットル以上の事業者の方原油に換算して1,500キロリットル以上の事業者の方

・トラック １００台以上
・バス １００台以上

大規模輸送事業者

ス 台以上
・タクシー １５０台以上 を保有する

運送事業者の方

鉄道車両150両以上を保有する鉄道事業者の方

その他の温室効果ガス
大規模排出事業者

エネルギー使用に伴うものを除き，
温室効果ガス排出量のうちいずれかの物質の排出量が

大規模排出事業者
温室効果ガス排出量のうちいずれかの物質の排出量が
二酸化炭素に換算して3,000トン以上の事業者の方

3年間 削減計画に関する 事業者排出量削減計画書（計画書）3年間の削減計画に関する 事業者排出量削減計画書（計画書）
計画の実施状況を報告する事業者排出量削減報告書（報告書） の提出義務
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京都市内の特定事業者の温室効果ガス排出状況

事業者排出量削減計画書制度

１ 2009（平成21）年度の特定事業者 業種別状況
単位：万トン－ＣＯ2

業種 事業者数 実績排出量
基準年度

増減率
47.6

(26 0%)業種 事業者数 実績排出量
排出量※

増減率

製造業 41 47.6 60.9 ▲21.8
運輸業 28 38 40 ▲5.0

97 3

合計 １８２．９
(100.0%)

(53 2%)

(26.0%)

商業
サービス業

78 97.3 103.3 ▲5.9

合計 147 182.9 204.3 ▲10.5 38.0

97.3
製造業

運輸業

商業・サービス業

(53.2%)

※基準年度排出量は，削減計画策定時の前年度の実績値

２ 2008（平成20）年の温室効果ガス排出割合状況（目安）

(20.8%)

26.8%

特定事業者

73.2%

その他
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事業者排出量削減計画書制度の概要

事業者排出量削減計画書制度

事業者排出量削減計画書制度の概要

＜制度の特徴＞

１ 事業者排出量削減計画書の総合評価制度事業 排 削減 総 評価制度

２ オフセット導入

３ ＥＭＳ導入の義務化３ ＥＭＳ導入の義務化

４ エコ通勤の推奨

５ 全国初 府市共同条例５ 全国初の府市共同条例

６ 新車購入時のエコカー選択義務

市条例にのみ係る規定（京都市内に事業場のある特定事業者対象）
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１ 事業者排出量削減計画書の総合評価制度

事業者排出量削減計画書制度

評価の基準となる「目標削減率」を部門別に設定 ※部門は「事業者」としての産業分類による

１ 事業者排出量削減計画書の総合評価制度

業務部門：３年間の年平均▲３％

産業部門：３年間の年平均▲２％

運輸部門：３年間の年平均▲１％

相当の削減

事業者の削減の計画値が，目標削減率を超えるか超えないかにより評価を確定

±0%目標削減率

運輸部門：３年間の年平均▲１％

目標削減率以上の削減 目標削減率以下の削減

0%目標削減率

＋－

①原単位改善率：2%／年以上 or
②他の計算方法で推計した

目標削減率を超える or
③重点対策実施率110％以上

①総排出量削減率：目標削減率の
２倍以上 and 

②原単位改善率 ：１%／年以上 and
③重点対策実施率：100% 以上 ③重点対策実施率110％以上③重点対策実施率：100%   以上

ＣＢAＳ

※基本事項に関し，実施が１００％未満の場合：Ｄ 6



優良事業者に対するインセンティブ

事業者排出量削減計画書制度

事業者のうち
有 者 意

優良事業 対す テ

●「事業者排出量削減計画書」
事業者 京都市

京都市が計画書を評価し 有識者の意見により
Ｓ評価は

●「事業者排出量削減報告書」

３年に１度提出
京都市が計画書を評価し，
計画書及び評価を公表

●「事業者排出量削減報告書」
事業者 京都市

毎年度提出 表彰
最終年度には，
京都市が報告書を評価し，
報告書及び評価を公表

表彰
報告書及び評価を公表

事業者に対する指導・助言

●「事業者排出量削減計画書・報告書」
訪問 ⇒ 指導・助言

評価公表前

Ｃ・Ｄ評価となる理由が不 クレジット

Ｃ・Ｄ評価の場合

後

Ｃ・Ｄ評価となる理由が不
明瞭な事業者には訪問

公表

クレジット
購入による
オフセット

訪問 ⇒ 指導・助言

評価公表後 改善す
るまで
繰返す
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２ オフセット（クレジット等の活用）

事業者排出量削減計画書制度

評価の対象は，クレジット活用後の排出量
「実際の排出量」「購入クレジット償却量」も公表

２ オフセット（クレジット等の活用）

実際 排 」 購 ッ 償却 」 公表

実際の排出量 クレジット償却量
評価の対象となる

排出量

活用できるクレジット等

国内クレジット

Ｊ－ＶＥＲ

… 購入し償却した国内クレジットの量

… 購入し償却したＪ－ＶＥＲの量Ｊ ＶＥＲ

京都独自クレジット

購入し償却したＪ ＶＥＲの量

… 購入し償却した京都独自クレジットの量

再生可能エネルギー

グリーン電力・熱証書 … 購入した証書を二酸化炭素として換算した量
・他の者に供給した電力を二酸化炭素として換算した量

… ・産業用に供給された蒸気を二酸化炭素として換算した量

（余剰） ・産業用以外に供給された蒸気，温水，冷水を二酸化炭素として換
算した量
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３ ＥＭＳ導入義務

事業者排出量削減計画書制度

温室効果ガス排出量の多い特定事業者において，率先してＥＭＳを導入することにより，
温室効果ガス排出量の確実・継続的な削減を進める

目的

温室効果ガス排出量の確実・継続的な削減を進める。

ISO14001 / KES / エコアクション21 / エコステージ / グリーン経営認証

ＥＭＳの定義

エコ京都21 / その他の第三者認証ＥＭＳ / 独自の環境マネジメントシステム

事業所 複数事業所 イズ

導入範囲

1事業所 複数事業所 フランチャイズ

Ｂ Ａ（統括）
経営パターン

Ａ Ａ
Ｂ

Ｃ

Ａ（統括）

Ｂ Ｃ Ｄ

ＥＭＳの導入を

当該事業所 次のいずれかの事業所が取得
エネルギー使用量が多い事業所
従業員が多い事業所

Ａが導入
（Ａが市内にない場合は）

Ｂ～Ｄのいずれかを先導的店舗ＥＭＳの導入を
要する事業所

従業員が多い事業所
延床面積が大きい事業所
本社

Ｂ Ｄのいずれかを先導的店舗
と位置付けて導入

Ａが導入し，Ｂ～Ｄにその効果が
及ぶシステムを構築する 9



４ エコ通勤の取組状況の報告

事業者排出量削減計画書制度

計画書・報告書において，エコ通勤の取組を記載しなければならない。
記載項目は，次のとおりとする。

４ エコ通勤の取組状況の報告

エコ通勤の報告内容については評価の対象とならない。

【 対 象 】特定事業者が所有する府内 は市内事業所

措置の内容
【 対 象 】特定事業者が所有する府内又は市内事業所
【記載事項】従業者のエコ通勤を促進するために実施している措置又は実施しようとす

る措置の具体的な内容
※ 措置の内容に対して目標数値を設定している場合は 可能な限り数値を※ 措置の内容に対して目標数値を設定している場合は，可能な限り数値を

記載するものとする。

「エコ通勤」とは…従業者の通勤手段が，クルマから電車やバス・自転車・徒歩等に，自発
的に転換することを促す，事業所主体の様々な取組

（「エコ通勤の手引き」平成20年7月 国土交通省・（社）土木学会 より）

措置の採用理由

エコ通勤を促進するために実施している措置又は実施しようとする措置について，
その理由（現状認識 期待する効果等）を記載する

措置の採用理由

その理由（現状認識，期待する効果等）を記載する。
いかなる措置も取り得ない場合は，その理由を記載する。
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6 エコカー選択義務

事業者排出量削減計画書制度

選択義務

事業活動に伴う自動車利用による温室効果ガスの排出量削減を進めるため，新車購入（リース含む。）
時には温室効果ガス排出量の少ない自動車を選択する

目的

時には温室効果ガス排出量の少ない自動車を選択する。

義務の内容

計画期間に購入又はリースにより取得する
新車（対象車種に限る。）の総台数に対する

エコカーの割合を

５０％以上選択すること

削減計画書の計画期間と同じ対象期間

新車の購入及びリース対象行為 新車の購入及びリ ス対象行為

型式指定を受けた自動車であって，
①乗用自動車（乗車定員10人以下）
②

対象車種

11

②貨物自動車（車両総重量3.5トン以下）
※大型，二輪，被けん引，特殊，特種，改造車は除く。
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特定建築物に係る義務規定

特定建築物への主な義務規定の概要

特定建築物（床面積（増築にあっては増築に係る部分）の合
計が2,000m2以上の建築物）の新増築時に「建築物排出量計 , 以 建築物） 新増築時 建築物排出量
削減計画書」の提出を義務付け（条例第36条）

その内容等を公表することにより，建築物に係る温室効果
ガスの排出削減などを促進

平成24年4月1日以後に確認申請等を行う建築物に，次の
義務規定が適用される。

① 地域産木材等の利用

② 再生可能エネルギー利用設備の設置 を新たに追加
12



特定建築物に係る義務規定

① 地域産木材等の利用（案）① 地域産木材等の利用（案）

目 的

森林吸収源対策を促進するとともに，京都の知恵を活かした環境配慮建築物の普及を推進する。

目

地域産木材

地域において産出された木材

「みやこ杣木」認証木材 ウ ドマイレ ジCO 認証木材「みやこ杣木」認証木材，ウッドマイレージCO2認証木材

地域において産出された木材を相当量使用した製品や合板

みやこ杣木製品，上記認証木材を相当量使用した合板等

利用義務量の考え方

建築物については，防火等の法的制約や用途により，木材利用可能量が大きく異なることから，「利用可
能な居室」の総面積に着目

利用可能な居室の総面積を基に当該建物全体での義務量を算定

防火等の法的制限を踏まえ 利用可能な居室のなかで 腰壁部分（床面からの高さが1 2 以下の部分）防火等の法的制限を踏まえ，利用可能な居室のなかで，腰壁部分（床面からの高さが1.2m以下の部分）
を利用義務量算出の基礎とする。
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特定建築物に係る義務規定

利用可能な居室の考え方

＜算定対象から除外する居室＞
令等 装 室

居室とは建築基準法第二条に定める居室をいう

第二条 四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

法令等により内装制限を受ける室
建築基準法第35条の２（耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物など）に該
当する室，廊下，その他の通路

機能上・衛生上の問題で内装制限を受ける居室
室 途 常 気 さ され る 室ex.）居室の用途上，常に湿気にさらされている居室

居室の用途上，衛生環境を保つ必要がある居室
居室の用途上，汚れやすく水や薬品で清掃を頻繁に行う必要がある居室
居室自体が特殊な用途を持つため，木材を利用することができない居室

装を な 室内装を設けない居室
ex.)通常の使用条件により，内装を設けない居室

頻繁に内装を変更する必要があり，特定の内装を指定できない居室

地域産木材義務量

利用可能な居室の面積をAm2とし，全ての
利用可能な居室で算出した使用量を合算し，
義務量 す

居室名称 対象可否 居室面積 義務量(m3） 備考

＜建物全体での地域産木材義務量算出表（例）＞

義務量V（m3）とする。

居室ごとの地域産木材利用義務量
A010=V

居室名称 対象可否 居室面積 義務量(m3） 備考

会議室 ○ 400 0.2

病理検査室 × 100 － 衛生上不可

事務室 ○ 2500 0.5

特定建築物での地域産木材義務総量
V＝V1＋ V2＋・・・

11 A01.0V ○ 2500 0.5

手術室 × 160 － 特殊用途上不可

合計 0.7
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特定建築物に係る義務規定

② 再生可能エネルギー利用設備の設置（案）

再生可能エネルギーを利用した設備の導入を義務化することによって，特定建築物に係る温室効果ガスの排出量の削減
を図ることで，地球温暖化対策を推進する。

目 的

を図ることで，地球温暖化対策を推進する。

○義務量は，熱量に換算した量で定める。
○導入する再生可能エネルギ の種類に関わらず 定の基準量とする

利用義務量

○導入する再生可能エネルギーの種類に関わらず一定の基準量とする。
○再生可能エネルギーとして定義されているもののうち，その選択については建築主，設計者に委ねる。

再生可能エネルギーの利用

太陽光，太陽熱，風力，水力，バイオマス，地熱等を利用して得ることができるエネルギーその他の化石燃料以外の永
続 ギ

再生可能エネルギー

続的に利用できるエネルギー

電力や熱としてエネルギ 再生可能エネルギーの直接利用

再生可能エネルギーの変換利用 再生可能エネルギーの直接利用

再生可能エネルギーの利用

（例） 太陽光発電設備 （例） 自然採光システム
ーを創出し，化石燃料由来
のCO2排出量を削減

により，電力やガス等を消費する設
備の使用を抑えてCO2排出量を削減

太陽熱利用設備
木質ﾍﾟﾚｯﾄﾎﾞｲﾗｰ設備

（例） 自然採光システム
自然換気システム
ｸｰﾙ・ﾋｰﾄﾄﾚﾝﾁ
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特定建築物に係る義務規定

再生可能エネルギー利用設備

再生可能エネルギーの変換利用設備

再生可能エネルギ 利用設備

・太陽光，太陽熱，風力，水力，バイオマス，
地熱などをエネルギー源とした発電量や熱量
に相当する 次消費 ネルギ の量で 府

基準量
に相当する一次消費エネルギーの量で、府・
市の規則で定めるもの

・基準量を求める算定方法を規則で規定 算出方法

加算景観上の配慮や地理的条件等により

再生可能エネルギーの直接利用設備

代替 加算景観上の配慮や地理的条件等により，
基準量を満たせない場合に限り認める

再生可能エネルギーの直接利用設備

自然採光，自然換気，地中熱利用などにより，本

来消費するエネルギーの削減量に相当する量を算
出して申請 基準相当量出して申請 基準相当量
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特定建築物に係る義務規定

再生可能エネルギ 利用設備基準量再生可能エネルギー利用設備基準量

基準量設定の考え方

×1 0 % ＝

京都府，京都市の条例に基づき届出
のあった特定建築物における一次消
費エネルギ の平均値

基準量×1.0 % ＝費エネルギーの平均値
（延床面積2,000 ㎡当たりに換算）

基準量

特定建築物の一次消費エネルギーの

特定建築物全体で，この
基準量を満たす設備を設特定建築物の 次消費エネルギ の

1.0% を再生可能エネルギーとする 置する
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特定建築物に係る義務規定

太陽光発電量の算出式（例）

E 年間システム発電電力量(kWh/年)

太陽光発電量の算出式（例）

EPY：年間システム発電電力量(kWh/年)

K：総合設計係数 ⇒結晶系：0.73
アモルファス系：0.68

年間システム発電電力量(kWh/年) を一次消費
エネルギー熱量(MJ/年)に換算して評価
◆1 kWhを9 76 MJに換算

E = K×P ×H ×1/G

PAS：定格容量(kW)

HAY：年積算日射量(kWh/m2・年)
⇒平均日射量(kWh/m2・日)※×365(日)

◆1 kWhを9.76 MJに換算

EPY  K×PAS×HAY×1/GS ⇒平均日射量(kWh/m 日) ×365(日)

GS：標準試験強度における日射強度(kW/m2)
⇒値は1で固定「JIS C8907:2005 太陽光発電システム

の発電電力量推定方法」に基づく計算式

※全国日射量平均値データマップより
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特定建築物に係る義務規定

【再生可能エネルギーの直接利用による加算】【再生可能エネルギ の直接利用による加算】

太陽光

・ライトシェルフ
光ダクト

エネルギー変換利用のみで
基準量を満たすことが難しい場合
（申請者は根拠となる資料を提出）

自然通風

・光ダクト

換気用自動ダンパ

地中熱

・換気用自動ダンパー
・ナイトパージ

・クール＆ヒートトレンチ

基準量

エネルギー変換利用による導入量
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特定建築物に係る義務規定

【再生可能エネルギー直接利用の例：ライトシェルフ】
事務所の窓際での昼光利用を想定し，

本来ならば使用するはずの蛍光灯の明るさを調光できるように設計した。

【再生可能エネルギ 直接利用の例：ライトシェルフ】

昼光蛍光灯

昼光を利用

通常の事務所レイアウト

昼光を利用
して減光

ライトシェルフを導入した場合

算出例

蛍光灯1台の消費電力を54W 明るさ25%の調光（減光）を行う時間を年間287日 1日3h と蛍光灯1台の消費電力を54W，明るさ25%の調光（減光）を行う時間を年間287日，1日3h と
する場合。この設計による再生可能エネルギーの利用相当量(MJ/年)は
●54W×0.25×3h×287日×10台× 9.76(MJ/kWh)

1 130(MJ/年) 導入量に加算=    1,130(MJ/年) 導入量に加算
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